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給水装置設計施工指針 新旧対照表 

 

新 旧 

（給水装置の調査・計画・設計） （給水装置の調査・計画・設計） 

第４章 

６ 給水装置工事計画時の注意事項及び指定材料の使用基準 

  (2) 略 

  (ｺ) 給水管が他人の敷地に設置されているとき又は設置されている給水管を

改造しようとするときは、埋設承諾書を添付すること。ただし、他人の敷

地を使用しなければ給水管を引込むことが出来ない場合等で、他人の敷地

に新たに給水管を設置するときは企業団との協議による。 

(3) 略 

(ｸ) 配水管分岐部から給水装置設置場所の第1止水栓までの延長が30mを超え

る場合は、分岐口径及び給水主管口径を50㎜とすること。ただし、水利計

算書により水の供給が問題なく行えることを確認できた場合はこの限りで

はない。 

(ｹ) 口径50㎜の給水主管を、道路に10m以上縦断する場合又は同章6(2)(ｿ)に

該当する場合の管種は、配水用ポリエチレン管 (JWWA) とする。 

(ｺ) 略 

(4) 略 

(ｳ) 配水管分岐部から道路を10m以上縦断する場合は、交差点を避けた道路

上に止水栓を設置すること。その際、止水栓ボックスは鋳物蓋とするこ

と。 

(7) 略 

(ｲ) 逆流防止弁の形状は、メーター口径40㎜以下の場合はリフト式逆流防止

弁、口径50㎜の場合は単式逆流防止弁、口径75㎜以上の場合は単式逆流防

止弁又はスイング式逆流防止弁とする。 

 

７ 給水方式 

 (3) 略 

第４章 

６ 給水装置工事計画時の注意事項及び指定材料の使用基準 

  (2) 略 

  (ｺ) 他人の敷地内に新たに給水管を設置するとき、給水管が他人の敷地に設

置されているとき又は設置されている給水管を改造しようとするときは、

埋設承諾書を添付すること。 

 

(3) 略 

  (ｸ) 配水管分岐部から給水装置設置場所までの延長が30mを超える場合は、

分岐口径を50㎜とし、給水装置設置場所までの給水管口径を50㎜とするこ

と。ただし、水利計算書により水の供給が問題なく行えることを確認でき

た場合はこの限りではない。 

   

     

  (ｹ) 略 

(4) 略 

  (ｳ) 配水管分岐部から給水装置設置場所まで道路を10m以上縦断する場合

は、交差点を避けた道路上に止水栓を設置すること。その際、止水栓ボッ

クスは鋳物蓋とすること。 

 (7) 略 

  (ｲ) 逆流防止弁の形状は、メーター口径40㎜以下の場合はリフト式逆流防止

弁、口径50㎜の場合は単式逆流防止弁、口径75㎜以上の場合は形状につい

て企業団と別途協議とする。 

 

７ 給水方式 

 (3) 略 
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□

OR

□
□

□

該 当 な し

 毒物・劇物・薬品等の危険な化学物質を取扱う工場・事業所・研究所等。

 配水管の水圧変動に関わらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。

  配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるもの。
□

□

□
  病院・百貨店等の施設及び食品冷凍機・電子計算機の冷却水に供給する場合。

  クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染色、メッキ等の事業。

該 当

3階直結直圧給水事前協議

該 当 な し

直結直圧給水

該 当

該 当

直結増圧式給水事前協議

︕ 次に該当する場合は、3階建て建物への直結直圧給水とする

階数が3階

貯水槽及び高置水槽式給水

該 当 な し

直 結 給 水

︕ 次のいずれかに該当する場合は、貯水槽及び高置水槽式給水とする

 一時的に多量の水を必要とする施設及び使用水量の変動が大きい施設・建物等。

 災害時、事故等による水道の断減水時にも、一定の水の確保が必要な施設等。

直結直圧式給水

貯水槽及び高置水槽式給水

︕ 次のいずれかに該当する場合は、増圧式給水とする

道路G.Lからの最高給水栓高さ（分岐最頂部）が8mを超える

階数が4階以上

該 当 な し

□

OR

□
□

□

該 当 該 当 な し

3階直結直圧給水 直結直圧給水

該 当 該 当 な し

直結増圧式給水事前協議 直結直圧式給水

︕ 次に該当する場合は、3階建て建物への直結直圧給水とする

階数が3階

貯水槽及び高置水槽式給水 直 結 給 水 貯水槽及び高置水槽式給水

︕ 次のいずれかに該当する場合は、増圧式給水とする

道路G.Lからの最高給水栓高さ（分岐最頂部）が8mを超える

階数が4階以上

□
 毒物・劇物・薬品等の危険な化学物質を取扱う工場・事業所・研究所等。

  クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染色、メッキ等の事業。

 配水管の水圧変動に関わらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。

該 当 該 当 な し 該 当 な し

︕ 次のいずれかに該当する場合は、貯水槽及び高置水槽式給水とする

□
 一時的に多量の水を必要とする施設及び使用水量の変動が大きい施設・建物等。

  配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるもの。

□
 災害時、事故等による水道の断減水時にも、一定の水の確保が必要な施設等。

  病院・百貨店等の施設及び食品冷凍機・電子計算機の冷却水に供給する場合。

新 旧 

  一つの建物で直結式、貯水槽式の両方の給水方式を併用するものである。 

  なお、直結増圧式給水と貯水槽式給水との併用については、同指針第7章3 

(3)によるものとする。 

 

８ 給水方式の決定 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-2…給水方式の決定フロー 

  一つの建物で直結式、貯水槽式の両方の給水方式を併用するものである。 

 

 

 

８ 給水方式の決定 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-2…給水方式の決定フロー 
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 階 数 分岐口径
(㎜)

2階以下 Φ25

2階以下 Φ25

3階 Φ25

2階以下 Φ25

2階以下 Φ50

3階 Φ25

3階 Φ50

2階以下 Φ25

2階以下 Φ25

2階以下 Φ50

3階 Φ25

3階 Φ50

※2 ※3 図4-3等による計算

二世帯専用住宅※1

（1戸建ての住宅）

併 用 住 宅

用 途 メーター口径(㎜) 備 考

専 用 住 宅

Φ20 表4-3

Φ25

既存引込管Φ25㎜がある場合のみ、水圧測定結果による。※5

Φ25 ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

Φ20、Φ25

Φ20、Φ25 用途を別に分ける場合。ただし、3階への給水はΦ25㎜とする。

世帯毎にメーターを設置する場合。ただし、3階への給水はΦ25㎜とする。

表4-3

Φ25 ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

Φ25 表4-3

Φ20×2

Φ20 表4-3

Φ25 表4-3

Φ20×2 表4-3

事務所等
（店舗・児童福祉施設等）

ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

2階以下

Φ25

表4-3 , 他※3 

既存引込管Φ25㎜がある場合のみ、水圧測定結果による。※5 

表4-3 , 他※3 

表4-3 , 他※3 

 階 数 分岐口径
(㎜)

2階以下 Φ25

2階以下 Φ25

3階 Φ25

2階以下 Φ25

2階以下 Φ50

3階 Φ25

3階 Φ50

2階以下 Φ25

2階以下 Φ25

2階以下 Φ50

3階 Φ25

3階 Φ50

※2 ※3 図4-3等による計算

二世帯専用住宅※1

（1戸建ての住宅）

併 用 住 宅

用 途 メーター口径(㎜) 備 考

専 用 住 宅

Φ20 表4-3

Φ25

既存引込管Φ25㎜がある場合のみ、水圧測定結果による。※5

Φ25 ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

Φ20、Φ25

Φ20、Φ25 用途を別に分ける場合。ただし、3階への給水はΦ25㎜とする。

世帯毎にメーターを設置する場合。ただし、3階への給水はΦ25㎜とする。

表4-3

Φ25 ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

Φ25 表4-3

Φ20×2

Φ20 表4-3

Φ25 表4-3

Φ20×2 表4-3

事務所等
（店舗・児童福祉施設等）

ただし、3階タンク式トイレ1栓又は散水栓1栓の場合を除く。

2階以下

Φ25

表4-3 , 他※3 

既存引込管Φ25㎜がある場合のみ（工事用の仮設引込管Φ25㎜は除く。） 

表4-3 , 他※3 

表4-3 , 他※3 

新 旧 

９ 用途別分岐口径及びメーター口径等 

表4-2…用途別分岐口径及びメーター口径（専用住宅及び併用住宅等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

※1 略 

※2 略 

※3 略 

※4 略 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 用途別分岐口径及びメーター口径等 

表4-2…用途別分岐口径及びメーター口径（専用住宅及び併用住宅等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

※1 略 

※2 略 

※3 略 

※4 略 

※5 水圧測定結果の最小動水圧は0.245Mpa以上であること。 
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新 旧 

（3階建て建物への直結直圧給水） （3階建て建物への直結直圧給水） 

第５章 

２ 適用要件 

（削除） 

 

 

(3) 略 

(4) 略 

 

（削除） 

 

４ 給水戸数 

 

５ 配管上の留意事項 

 

６ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

２ 適用要件 

(3) 配水管の最小動水圧が0.245Mpa以上であること。ただし、水利計算により

3階の末端水栓にて給水が可能であると認められる場合において、

「0.245Mpa」とあるのは「0.196Mpa」と読み替えることができる。 

 (4) 略 

 (5) 略 

 

４ 事前協議 

 

５ 給水戸数 

 

６ 配管上の留意事項 

 

７ その他 
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新 旧 

3階建て建物への直結直圧給水のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3階建て建物への直結直圧給水のフロー図 
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新 旧 

（直結増圧式給水） （直結増圧式給水） 

第６章 

３ 適用要件 

 （削除） 

 (2) 水理計算等により必要な水量及び水圧が安定的に確保できることの確認を

要するものとする。 

 (3) 略 

 (4) 略 

 (5) 建物の使用目的に応じて2 階までの直圧式と併用で給水することができ

る。この場合戸数は143 戸（ファミリータイプ）以内で、給水管分岐口径範

囲内とする。（給水管口径により給水上限戸数は異なります。）なお、直結

増圧式給水と貯水槽式給水との併用については、同指針第7章3 (3)によるも

のとする。 

 (6) 略 

 (7) 略 

 

４ 事前協議 

 (2) 直結増圧式給水事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

   ア 案内図     イ 配置図       ウ 給水管系統図(平･立面図) 

   エ 水理計算書   オ 配・給水管管理図  （削除） 

   カ PS 平･立面図  キ その他必要とする図書 

 

第６章 

３ 適用要件 

(2) 配水管の最小動水圧が0.196Mpa 以上確保できることとする。 

 (3) 水圧測定、水理計算等により必要な水量及び水圧が安定的に確保できるこ

との確認を要するものとする。 

 (4) 略 

 (5) 略 

 (6) 建物の使用目的に応じて2 階までの直圧式と併用で給水することができ

る。この場合戸数は143 戸（ファミリータイプ）以内で、給水管分岐口径範

囲内とする。（給水管口径により給水上限戸数は異なります。） 

 

 

 (7) 略 

 (8) 略 

 

４ 事前協議 

 (2) 直結増圧式給水事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

   ア 案内図     イ 配置図       ウ 給水管系統図(平･立面図) 

   エ 水理計算書   オ 配・給水管管理図  カ 自記録水圧測定表 

   キ PS 平･立面図  ク その他必要とする図書 

 

（貯水槽式給水） （貯水槽式給水） 

第７章 

３ 貯水槽及び高置水槽式給水の計画 

(2) 略 

(3) 貯水槽式給水と直結増圧式給水との併用については、避難所等における災

害時の飲料水の確保という趣旨に該当し、企業団が認める場合のみとする。

また、貯水槽の維持管理の徹底を条件とし、管理に係る誓約書を提出するこ

第７章 

３ 貯水槽及び高置水槽式給水の計画 

(2) 略 
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新 旧 

と。（参考様式参照） 

 

 

 

（給水装置先行取出） （給水装置先行取出） 

第８章 

８ 無償譲渡の申込み 

  無償譲渡を希望する場合は、下記事項の全てを満たすこと。なお、この章で

規定する開発行為等（宅地造成による土地分譲及び建売）に該当しない場合の

主管の無償譲渡については、別途取扱いを定める。 

 

第８章 

８ 無償譲渡の申込み 

  無償譲渡を希望する場合は、下記事項の全てを満たすこと。 

（工事施工） （工事施工） 

第９章 

４ 舗装工事 

 

表9-1…布設給水管上の土被り（標準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 略 

※2 道路幅が6ｍ未満（道路側溝がU240×240以下）の道路で、かつ主管口径が50㎜以下の場合

0.8mとすることができる。 

 

 

 

第９章 

４ 舗装工事 

 

表9-1…布設給水管上の土被り（標準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 略 

※2 道路幅が6ｍ未満（道路側溝がU240×240以下）の道路で、かつ主管口径が50㎜の場合0.8mと

することができる。 

 

 

 

区 分 一般市道 町 道 県 道 国 道 私 道 備 考

歩 道 部 0.8〜1.2m 0.8〜1.2m 1.2m以上 1.2m以上 0.8〜1.2m 他の占用物と調整

車 道 部 1.0m※1 1.0m※1 1.2m以上 1.2m以上 1.0m※1 車の通行がない私道は0.6m以上

行き止まり 1.0m 1.0m 1.2m以上 1.2m以上 1.0m ※2

宅 地 内

区画整理事業

計画道路

上記以外

施行者の指示による

道路管理者の指示による

市 道（1級2級道路）

1.2m以上

1.2m以上

1.2m以上

0.3m以上

施行者の指示による

区 分 一般市道 町 道 県 道 国 道 私 道 備 考

歩 道 部 0.8〜1.2m 0.8〜1.2m 1.2m以上 1.2m以上 0.8〜1.2m 他の占用物と調整

車 道 部 1.0m※1 1.0m※1 1.2m以上 1.2m以上 1.0m※1 車の通行がない私道は0.6m以上

行き止まり 1.0m 1.0m 1.2m以上 1.2m以上 1.0m ※2

宅 地 内

区画整理事業

計画道路

上記以外

施行者の指示による

道路管理者の指示による

市 道（1級2級道路）

1.2m以上

1.2m以上

1.2m以上

0.3m以上

施行者の指示による
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新 旧 

10 工事写真 

 

表9-3…給水管分岐工事写真撮影箇所② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 工事写真 

 

表9-3…給水管分岐工事写真撮影箇所② 
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新 旧 

（各種申込） （各種申込） 

第14章 

４ 各種申込みカテゴリー 

 (3) 略 

 (4) 3階建て建物への直結直圧給水関係 

 

８ 3階建て建物への直結直圧給水に関する書類 

 （削除） 

 （削除） 

 (1) 建築配置図・断面図等 

 (2) 略 

 (3) 給水管口径決定計算書（専用住宅、共同住宅等は除く） 

 (4) 略 

 （削除） 

 (5) 略 

 （削除） 

 (6) 略 

 （削除） 

 （削除） 

 (7) その他必要とする書類 

 

９ 直結増圧式給水事前協議に関する書類 

 (5) 略 

 （削除） 

 (6) 略 

 (7) 略 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

第14章 

４ 各種申込みカテゴリー 

 (3) 略 

 (4) 3階建て建物への直結直圧給水事前協議関係 

 

８ 3階建て建物への直結直圧給水事前協議に関する書類 

 (1) 3階建て建物への直結直圧給水事前協議書【指針第33号様式】 

 (2) 案内図 

 (3) 建築配置図 

 (4) 略 

 

 (5) 略 

 (6) 水圧測定表 

 (7) 誓約書【指針第34号様式】 

 (8) 3階建て建物への直結直圧給水承諾書【指針第35号様式】 

 (9) 略 

 (10) 3階建て建物への直結直圧給水事前協議事項更正申請書【指針第7号様式】 

(11) 3階建て建物への直結直圧給水事前協議事項取消申請書【指針第8号様式】 

 

 

９ 直結増圧式給水事前協議に関する書類 

 (5) 略 

 (6) 水圧測定表 

 (7) 略 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

 (12) 略 
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 (12) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13) 略 
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（指針第7号様式） （指針第7号様式） 

（削除）  
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（指針第8号様式） （指針第8号様式） 

（削除）  
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（指針第33号様式） （指針第33号様式） 

（削除）  
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（指針第35号様式） （指針第35号様式） 

（削除）  
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（指針_参考様式_貯水槽）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


